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痛いこと ごめんだけれど 前を見る （名古屋市Kさん）
皆様からの標語をお待ちしています。

会社を自己都合で退職した場合、雇用保険の求職の申
込（※２）の手続きをした日（注意！退職した日では
ありません）から、原則として7日（待機期間といい
ます）経過した日の翌日から雇用保険の「基本手当
（いわゆる失業手当）」を受けられない期間がありま
す。この期間を「給付制限期間」といいます。

「がん患者を支えるためのプロジェクト通信」

第２回 がんと死生 （タナトロジー）
豊橋創造大学保健医療学部 大野裕美

令和２年１０月１日以降に退職された方は、正当な理由がない「自己都合」により退職した場合でも、

今までは「基本手当（いわゆる失業手当）」の給付制限（受けられない）期間 （※１） が3か月でしたが

５年間のうち２回までの自己都合退職では、給付制限期間が ２か月と短くなりました ♪。
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。
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感
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取
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療
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ら
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れ
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ら
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。

し
か
し
な
が
ら
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切
り
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も
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辛
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ら
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し
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が
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問
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始
ま
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齢
や
職
業
、
健
康
状
況
を
問
わ
ず
、
す
べ
て
の

方
が
参
加
で
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。
テ
ー
マ
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、
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ば
り
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け
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き
が
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、
私
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常
に
感
じ
て
い
る
テ

ー
マ
か
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考
え
て
い
く
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と
の
ほ
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が
多
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で
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。
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新
型
コ
ロ
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ウ
イ
ル
ス
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響
で
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催
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た
め
、
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ン
ラ
イ

ン
で
の
対
話
の
場
を
模
索
し
て
い
ま
す
。
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一
度
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れ
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い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

がん患者さんの就労支援インディペンデントでは、大野先生と一緒にタナトロジーカフェを定期的に行っています。

現在オンラインによるタナトロジーカフェを模索中です。 開催日等は、 Twitter , Facebook でご案内します。

※

編
集
後
記※

ご寄付をありがとう
ございました。

赤羽和久様

三輪公二様

昨年は新しい生活様式など、暮らしや価値観が一変し、大変な時期を戸惑いな

がらも進んできました。そんな皆さんのために、インディペンデントは今年も柔軟に

変化しながら、患者さんやご家族に情報発信を続けていきたいと思っています。

インディペンデント通信のバックナンバーは、全てＨＰからダウンロードできますの

でご活用ください。また送付をご希望の場合は、下記までご連絡くださいね。

あけましておめでとうございます。いつもインディペンデント通信をお読みいただきあり

がとうございます。今号は、新しい年にふさわしく、法改正の情報からスタートします。

やむを得ず退職をした場合に受ける失業手当の最新の法改正情報、来年4月からの法改正

も含めた、患者さんのご家族が使える制度についてのお話しになります。

今年も患者さんに役立つ情報を発信していきますのでよろしくお願いします。

☆自己都合で退職してもハローワークで受ける失業手当を少し早くもらえるようになりました。
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▼

給付制限
3か月

いままで（の基本手当）の給付制限期間

▼ ▼

給付制限
2か月

５年間のうち２回までは給付制限期間が
２か月となります。

３回目の離職以降は、さかのぼって５年間
のうち２回以上の自己都合退職をしている
ので給付制限期間が３か月となります。
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改正後（の基本手当）の給付制限期間
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▼

しせい

5年間

(※１) 給付制限期間とは？

ハローワークを利用して仕事を探す場合に、
求職の申込をして自分の情報や希望条件を
登録します。求職の申込を行うことで基本
手当（いわゆる失業手当）が受けられるよう
になり、求人を探したり、窓口で相談ができ
るようになります。

(※２) 求職の申込とは？

げ
ん
じ
ょ
う
か

じ
ょ
う
せ
い


